
　
今
冬
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

と
季
節
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
同
時
流
行

に
よ
る
医
療
提
供
体
制
の
ひ
っ
迫
や
重
症

化
を
防
ぐ
た
め
、
香
川
県
と
さ
ぬ
き
市

で
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
肺
炎
球
菌

感
染
症
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
の
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
ワ
ク
チ
ン
は
、
重
症
化
予
防
な
ど
の
効

果
が
あ
る
一
方
で
、
発
病
を
必
ず
防
ぐ
わ

け
で
は
な
く
、
接
種
時
の
体
調
な
ど
に

よ
っ
て
副
反
応
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
予
防
接
種
は
、

希
望
す
る
方
の
み
接
種
し
て
い
た
だ
き
、

接
種
後
に
体
調
に
異
変
が
生
じ
た
場
合

は
、
直
ち
に
医
療
機
関
に
ご
相
談
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

よ
り
必
要
と
す
る
方
の
た
め
、

優
先
接
種
に
ご
協
力
を

●
今
冬
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に

つ
い
て
、
次
の
方
へ
の
優
先
接
種
に
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

10
月
1
日
〜
…
65
歳
以
上
の
方

（
定
期
接
種
対
象
者
）

10
月
26
日
〜
…
医
療
従
事
者
、
基
礎

疾
患
を
有
す
る
方
、
妊
婦
、
生
後
6

か
月
〜
小
学
校
2
年
生
は
お
早
め

に
。そ
の
他
の
方
も
接
種
で
き
ま
す
。

●
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
に
つ
い
て
も
定
期

接
種
対
象
の
方
は
、
早
め
の
接
種
を
お

す
す
め
し
ま
す
。

「最近よく眠れない」「食事が美味しくない」
「何をするにもおっくう」「気持ちが落ち込む」
など、こころのストレスを感じることはありませ
んか？
新型コロナウイルス感染症対策として、右記の

サイトでは、自分に合った支援先情報を手軽に検
索できます。

新型コロナウイルス
感染症対策
支援情報ナビ
（内閣官房）

新型コロナウイルス感染症だけじゃない！
季節型インフルエンザなどの感染症にも対策を

令和2年度感染症予防接種助成事業について
日時：10月1日から令和3年3月31日までの診療時間内

こころのストレスを抱えていませんか？ 感染症の拡大防止のため、
感染症防止対策の基本を守りましょう！
① 密閉、密集、密接の3つの「密」の回避
② 手洗い、咳エチケット等の実施
③ 定期的な清掃、十分な換気の実施等｠

対象者には、予診票を送付しています。
●対象者・接種回数
次に該当する方で、1回のみ助成対象です。
・65歳以上の方　
・60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん
臓または呼吸器に障害を有する方、およ
びヒト免疫不全ウイルスにより障害を有
する方（身体障害者手帳1級を保持して
いる方）

●自己負担額
次のいずれかの制度により、自己負担額
1,200円が無料になります。
①さぬき市自己負担金免除制度
市民税非課税世帯に属する方または被保護
世帯に属する方。証明書を医療機関に提出
してください。

②香川県インフルエンザ予防接種助成事業
①に該当しない方。医療機関で住所や年
齢の確認を受けてください。

インフルエンザ（定期接種）

●対象者
次の両方に該当する方が助成対象です。
・65歳以上で今年度の定期肺炎球菌感染症予
防接種の対象でない方

・肺炎球菌ワクチン接種後、５年を経過してい
る方（一度も受けたことがない方を含む。）

●自己負担額
2,500円
（市民税非課税世帯または被保護世帯に属
する方は、証明書を医療機関に提出するこ
とで、自己負担金が免除されます。）

肺炎球菌ワクチン（任意接種）

助
成
費
用
に
つ
い
て

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

●対象者・接種回数

●自己負担額
　無料（※2回とも無料です。）

接種日の年齢

生後6か月以上13歳未満

回数

2回（※）

13歳以上18歳に達する日
以後最初の3月31日までの
間にある方（高校3年生の
学年に相当する年齢の方）

60歳以上65歳未満（定期
接種の対象者以外の方）

接種方法など、詳しくは
下記までお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。→

1回

1回

インフルエンザ（任意接種）

予診票が送付されていない対象者のうち、希望される方は、下記までご連絡ください。

対象者には、文書でお知らせしています。

　
助
成
の
対
象
と
な
る
医
療
機
関

は
、
原
則
と
し
て
、
実
施
医
療
機
関

の
み
で
す
。
た
だ
し
、
実
施
医
療
機

関
以
外
で
接
種
し
た
場
合
は
、
立
替

払
い
と
な
り
、
後
日
、
助
成
金
交
付

の
申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
助
成

額
に
は
限
度
が
あ
り
、
超
え
た
接
種

費
用
は
、
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

3 2020.11　広報さぬき 2広報さぬき　2020.11


